
奈
良
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

建
設
工
事
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
八
年
十
二
月
奈
良
県
告
示
第

四
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
建
設
工
事
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
等
に
関
す
る
規
程

の
規
定
は
、
同
日
以
後
に
行
う
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

第
二
条
第
一
項
第
八
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

次
項
の
申
請
を
行
う
と
き
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ア

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
同

法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
）
の
資
格
の
取
得
に
係
る
届
出

を
行
っ
て
い
な
い
者

イ

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
保

険
者
（
同
条
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
の
使
用
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
の
資
格
の
取
得
に
係
る

届
出
を
行
っ
て
い
な
い
者

ウ

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者

に
つ
い
て
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
者
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